
基準値 目標値 達成

12年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 32年度

55 45 44 44 43 調査中 41

- - - - -

基準 目標 達成

12年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 32年度

433 350 346 343 338 調査中 325

- - - - -

基準 目標 達成

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 32年度

21 21 21 20 20 調査中 27

- - - - -

基準 目標 達成

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 32年度

4.7 4.5 4.3 4.2 4.0 調査中 4.0

- - - - -

基準 目標 達成

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 32年度

36 35 34 33 31 調査中 31

- - - - -

基準値 目標値 達成

22年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 32年度

33 30 27 24 24 調査中 33

- - - - -

一般廃棄物焼却炉からの
ダイオキシン類の排出量

（g-TEQ/年）

実績値

○

年度ごとの目標値

評
価
結
果

目標達成度合いの
測定結果

（各行政機関共通区分） ③相当程度進展あり

（判断根拠）

　現時点において、一般廃棄物の排出量は、目標値を達成する見込みであ
る。一般廃棄物の最終処分量及び一般廃棄物焼却炉からのダイオキシン類
の排出量は、目標量を達成した。
　リサイクル率については、平成7年度の約10%から平成19年度の約20%まで
向上したが、以後、ここ数年間横ばい状態が続いており、目標値に到達して
いない。

3(1)　一般廃棄物の最終
処分量（百万トン）

施策の進捗状況（実績）

○

年度ごとの目標

3(2)　一般廃棄物の最終
処分量（kg/人）

施策の進捗状況（実績）

○

年度ごとの目標

1(2)　一般廃棄物の排出
量（kg/人）

施策の進捗状況（実績）

△

年度ごとの目標

2　一般廃棄物のリサイク
ル率（％）

施策の進捗状況（実績）

×

年度ごとの目標

76,148 110,326 110,783

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

国土強靭化基本計画
廃棄物処理施設整備計画

測定指標

1(1)　一般廃棄物の排出
量（百万トン）

実績値

△

年度ごとの目標値

繰越し等（c） ▲ 15,095 ▲ 13,144 23,551

合計（a＋b＋c） 78,442 116,214 115,497

執行額（百万円）

48,766 39,086 37,052 36,966

補正予算（b） 44,771 90,272 54,894 -

達成すべき目標 一般廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理等について施策の総合的かつ計画的な推進を図る。

施策の予算額・執行額等

区分 27年度 28年度 29年度 30年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a）

平成２９年度実施施策に係る政策評価書
（環境省２９－⑮）

施策名 目標4-3　一般廃棄物対策（排出抑制・リサイクル・適正処理等）

施策の概要 一般廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理等を推進する。

別紙２



施策の分析

担当部局名
環境再生・資源循環局
廃棄物適正処理推進

課

　作成責任者名
　 （※記入は任意）

廃棄物適正処理
推進課長

政策評価実施時期 平成30年8月

○環境省では、一般廃棄物の適正処理・３Rを推進するため、３つのガイドライン（①一般廃棄物会計基
準②一般廃棄物処理有料化の手引き③市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理シス
テムの指針）を市町村に示す等の取組を進めてきた。
○リサイクル率については、その分母にあたる廃棄物排出量、分子にあたる総資源化量ともに近年微減
傾向にあり、結果として20％程度で横ばいで推移している。総資源化量の減少のほとんどは紙類の減少
によるものである。また、総資源化量の約５割を占める中間処理後再生利用量（市町村等が処理をして
資源化された量）は横ばい、約３割弱を占める集団回収量（市民団体等による回収量（市町村等把握
分））と約２割強を占める直接資源化量（再生業者に引き渡した量）は減少傾向にある。
　今後、金属類、ガラス類等、個別の品目毎の動向等についても更なる分析を行い、リサイクル率向上の
ための有効な対策を検討、実施する必要がある。

次期目標等への
反映の方向性

【施策】
○一般廃棄物の適正処理・３Rを総合的に推進することが重要であるとの認識に立ち、市町村の取組を
支援すべく様々な対策を実施する。
○財政的支援としては、引き続き循環型社会形成推進交付金制度による廃棄物処理施設の整備を推進
する。また、技術的支援としては、３つのガイドライン（①一般廃棄物会計基準②一般廃棄物処理有料化
の手引き③市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針）の更なる普及等
により、市町村の３Rの取組支援を行う。
○上記に加え、リサイクル率の向上のため、リサイクル率が横ばいになっている要因分析を更に進めると
ともに、廃棄物排出量の削減及び再生利用量の増加のための取組を今後より一層推進する。
○さらに、災害時においても、市町村が廃棄物の適正処理・再生利用ができるよう災害廃棄物対策を推
進する。
○上記の取組を通じて、測定指標に掲げた目標値の達成を目指す。

学識経験を有する者の知
見の活用

中央環境審議会循環型社会部会等

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

日本の廃棄物処理（平成28年度版）
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